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青森県教育委員会第８２７回定例会会議録

１ 期 日 平成２９年１２月１３日（水）

２ 開 会 午後１時３０分

３ 閉 会 午後１時４８分

４ 場 所 教育庁教育委員会室

５ 議事目録

報告第１号 議案に対する意見について

報告第２号 行政文書一部開示決定処分に対する審査請求に係る青森県情報公開・個

人情報保護審査会への諮問について

議案第１号 学校職員の人事について・・・・・・・・・・・・・・・・・原案決定

そ の 他 職員の懲戒処分の状況について

６ 出席者等

・出席者の氏名

豊川好司、町田直子、中沢洋子、野澤正樹、中村充（教育長）

・欠席者の氏名

杉澤廉晴

・説明のために出席した者の職

平野教育次長、和嶋教育次長、西谷参事・教育政策課長、安田参事・教職員課長、

児玉参事・学校施設課長、村元職員福利課長、一戸学校教育課長、渡部生涯学習課

長、相坂スポーツ健康課長、増田文化財保護課長、佐藤高等学校教育改革推進室長

・会議録署名委員

町田委員、野澤委員

・書記

小舘孝浩、中舘大輔
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７ 議 事

報告第１号 議案に対する意見について

（平野教育次長）

このたびの案件は、県議会第２９２回定例会に提出された「平成２９年度青森県一般会

計補正予算（第３号）案（教育委員会所管分）」ほか６件の議案について、知事から意見

を求められたものであるが、緊急を要するため、青森県教育委員会の事務の委任等に関す

る規則第４条第１項の規定に基づき、教育長において臨時に代理し、原案に同意すること

として処理したので、御報告するとともに、同意した議案の内容について御説明する。

まず、「平成２９年度青森県一般会計補正予算（第３号）案（教育委員会所管分）」につ

いてであるが、今回の補正予算は、職員の給与関係費について、人事異動等に伴う精査を

行い、３億５，０１４万２千円を減額している。

次に、「公の施設の指定管理者の指定の件」２件についてであるが、青森県総合社会教

育センター及び青森県立郷土館の指定管理者を指定するものである。

次に、「平成２９年度青森県一般会計補正予算（第４号）案（教育委員会所管分）」につ

いてであるが、今回の補正予算は、職員の給与改定に要する経費について、１０億１３４

万４千円を計上している。

既決予算、補正第３号及び補正第４号を合計すると、補正後の歳出予算額は１，４０２

億５，０７１万５千円となっている。

次に、「特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案」及び「青森県教育

委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例を廃止する条例の一部を改正する条例案」

についてであるが、これらの条例は、県の一般職及び国の特別職の職員の取扱いを踏まえ、

教育長の期末手当の支給割合の引上げを行うもので、公布の日から施行するものである。

次に、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案」についてであるが、これ

は、平成２９年１０月１０日付けの人事委員会の給与等に関する報告及び勧告に基づき、

職員の給料月額及び勤勉手当の成績率の引上げを行うものである。この条例は、公布の日

から施行し、平成２９年４月１日からの適用となるものである。

なお、これらの議案については、先の県議会において原案どおり可決されている。

（豊川委員長）

何か質問、意見はあるか。なければ報告第１号については了解した。

報告第２号 行政文書一部開示決定処分に対する審査請求に係る青森県情報公開・個人情

報保護審査会への諮問について

（非公開の会議に付き記録別途）

議案第１号 学校職員の人事について

（非公開の会議に付き記録別途）
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その他 職員の懲戒処分の状況について

（豊川委員長）

１１月に行った懲戒処分の状況は以下のとおり。何か質問、意見はあるか。なければ、

職員の懲戒処分の状況については了解した。


